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ご遺族の皆さまへ 

このたびのご親族のご不幸につきましては、謹んで 

お悔やみ申し上げます。 

身近な方が亡くなられたあとの手続きについては、

故人により必要な手続きが異なり、医療保険や年金

など、様々な申請や届出に関することが生じるかと 

存じます。 

今後の手続きや、その際に必要なものなどを、この

一冊にまとめましたので、どうぞご活用ください。 

                       石狩市 
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手続きに必要な主な持ち物 

各種手続きに必要となる主な持ち物になります。 

下記のうち、該当するものがあれば、お持ちいただきますようお願いいたします。 

手続きに必要なものにつきましては、次ページからご参照ください。 

 

 
 

□ 印鑑（届出人・相続人代表・喪主） 

□ お越しいただく方の本人確認書類 
・写真付きのものであれば１点  

   運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、身体障害者手帳など 

  ・写真付きのものがない場合以下から 2 点  

   資格確認書、介護保険証、年金手帳など 

□ 預金通帳（相続人代表・喪主） 

□ 税金等の引き落としなどの口座を変更する場合は預金通帳と銀行印 

 
 

 

□ 年金手帳または年金証書 
※ 国民年金加入者または年金受給者 

※ 振込はがきなど年金番号のわかるもの 

□ 印鑑登録証 

□ 国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ、後期高齢者医療資格確認書

または資格情報のお知らせ 
※ 国民健康保険の世帯主がお亡くなりになった場合で、同じ世帯の中に国民健康保険加入者 

  がいる場合は、国民健康保険加入者全員の資格確認書または資格情報のお知らせ 

※ 亡くなった方の各種認定証（限度額適用認定証など） 

※ 加入者が亡くなられると葬祭費の請求ができます。 

  ・葬祭を行ったこと及び喪主が確認できるもの（会葬礼状・葬儀の領収証） 

  ・喪主または施主の印鑑と預金通帳 

□ 介護保険被保険者証 

□ 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証 

□ 子ども医療受給者証、ひとり親家庭等医療費受給者証、重度心身障害者医療費受

給者証 

□ その他石狩市から交付された証書類 

 
 

 ・年金の手続きや戸籍，住民票，税に関する証明書の請求を代理人が行う場合は、委任状が必要 

となる場合があります。29 ページに様式がございますのでご利用ください。 

 ・相続人代表者が、法定相続人ではなく遺言書によって相続人となられた場合は、遺言書（公正 

証書遺言，秘密証書遺言，自筆証書遺言（検認済のもの））をお持ちください。 

ご遺族のもの 

亡くなった方のもの 

 

 

 

 

その他 
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　市役所（本庁舎）での手続きチェックリスト

区分 亡くなられた方についてのご確認 主な手続き 受付窓口

印鑑登録をしている 印鑑登録証の返還

下記の中でお持ちのカードがある方
・マイナンバーカード
・通知カード

各種カードの返還（任意）
※マイナンバーが必要となる場合があるので、
1年間は保管し不要となった時点で返還

世帯主を変更する必要がある方（該当がある方のみ） 世帯主変更届

国民年金に加入している
・遺族基礎年金の請求
・寡婦年金の請求
・死亡一時金の請求

国民年金を受給している（生計同一の親族あり）
・未支給年金の請求
・遺族基礎年金の請求

後期高齢者医療制度に加入している

・資格確認書または資格情報のお知らせ、受療証の返還
・葬祭費の支給申請
・各給付金の支給申請（申立書）
・相続人代表者指定の届出（故人に石狩市税が課税
　されていない場合）

重度心身障害者医療費の受給者である 資格喪失届及び受給者証の返還

保
険
（
国
保
）

国民健康保険に加入している
または
国民健康保険加入世帯の世帯主である

・各種証の返還
・葬祭費の支給申請
・相続人代表者指定の届出
・高額療養費等の振込口座の変更
・世帯主変更後の証交付

国民健康保険課
賦課・資格担当

給付担当
（１階⑩～⑪番窓口）

住民税（市・道民税）、固定資産税、軽自動車税を納めている 相続人代表者指定の届出
税務課

（１階⑮番窓口）

原動機付自転車（125㏄以下）または小型特殊自動車等を持っ
ている
※軽・普通自動車や125ccを超えるバイク等を持っている方は
25ページをご参照ください。

原動機付自転車（125㏄以下）または小型特殊自動車等
の名義変更または廃車

税務課
市民税担当

（１階⑮番窓口）

市内に未登記家屋を持っている 未登記家屋の所有者変更届
税務課資産税担当
（１階⑮番窓口）

児童手当の受給者または支給対象児である

（ 受給者 ）　 ・受給事由消滅届出
　　　　　　   ・未支払手当請求
　　　　　　   ・認定請求
（支給対象児）・受給事由消滅届または額改定の届出

子ども医療費の保護者または支給対象児である
（ 保護者 ）　 ・保護者変更の届出
（支給対象児）・資格喪失の届出
　　　　　　　・受給者証の返還

児童扶養手当の受給者または支給対象児である

（ 受給者 ）    ・受給資格者死亡
                      ・証書の返還
                      ・認定請求
                   　・未支払手当請求
（支給対象児）・資格喪失または額改定の届出
                      ・証書の返還

児童扶養手当受給者の同居親族もしくは配偶者である 支給停止関係消滅届

ひとり親家庭等医療費の受給者である 資格喪失届及び受給者証の返還

母子家庭または父子家庭となった方
・児童扶養手当の申請
・ひとり親家庭等医療費の申請

保育所を利用している

（保護者が亡くなった場合）
・保護者変更の届出
・教育、保育給付認定の変更
（児童が亡くなった場合）
・退所の届出

子育て支援課
教育・保育担当

（１階⑱番窓口）

4

住
民
登
録

市民課
住民・戸籍担当

（１階④～⑥番窓口）

年
金

市民課
国民年金担当

（１階⑦～⑧番窓
口）

保
険
（
後
期
）

国民健康保険課
障がい者・高齢者

医療担当
（１階⑨番窓口）

税
金

子
ど
も

子育て支援課
手当・医療担当

（１階⑱番窓口）

の手続き確認

の手続き確認

発券機 Ⓐ

発券機 Ⓑ

発券機 Ⓑ

発券機 Ⓑ



区分 亡くなられた方についてのご確認 主な手続き 受付窓口

給食費口座登録変更について
Webで口座登録変更
または
口座振替申込書（紙）の提出

学校給食センター

・就学援助の受給者又は受給者の属する世帯の世帯員
・世帯員の変更に伴い新たに就学援助の受給を希望する方

担当までお申出ください

石狩市奨学生となり奨学金を受給している 担当までお申出ください

住宅 市営住宅に入居している
・市営住宅入居承継承認
・市営住宅退去
・市営住宅同居者異動届出

建築住宅課
（２階）

水道の契約者変更について
担当までお申出ください
※電話での手続き可

口座振替の登録口座の変更
変更する金融機関の窓口で手続きしてください。
※口座振替依頼書は各金融機関の様式をご利用くださ
い。口座振替依頼書が必要な場合はお電話願います。

下水道に接続しており、井戸水使用の認定を受けている
・使用者変更の届出
・世帯人数変更の届出

浄化槽（単独・合併）を使用している

・使用者変更の届出
・休止・廃止の届出（浄化槽を休止・廃止する場合）
・世帯人数変更の届出（井戸水使用の認定を受けてい
る）
※電話での手続き可

斎場 山口斎場を利用した方 利用料（差額）補助金の申請

墓地 市営墓地を使用している方 墓地承継許可の申請

犬 犬を飼っている 所有者変更の届出

ごみ 亡くなられた方のごみを処理される方 ごみを分別し右記へ直接持ち込む

北石狩衛生センター
【問合せ

ごみ・リサイクル課
（３階）】

農地 石狩市内に農地をお持ちで農地を相続した方 農地法第３条の３の規定による届出
農業委員会事務局

（３階）

特別障害者手当等を受給している
・特別障害者手当
・障害児福祉手当
・経過的福祉手当

特別児童扶養手当の受給者または支給対象児である

（受給者）　　・受給者死亡届
　
（支給対象児）・資格喪失届

・身体障害者手帳
・療育手帳

返還届及び手帳の返還

精神障害者保健福祉手帳を持っている 手帳の返還
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上
・
下
水
道

水道営業課
（２階）

下水道課
（２階）

学
校 教育委員会

学校教育課
（４階）

環境保全課
環境保全担当

（３階）

介
護

高齢者支援課
介護・高齢担当

（りんくる１階）

障
が
い

障がい福祉課
（りんくる１階）

自立支援医療受給者証を持っている 受給者証の返還

６５歳以上の方または介護認定を受けている
・介護保険被保険者証等の返還
・相続人代表者指定の届出（他の手続きで届出済の場合
　は不要）

の資格喪失届

を持っている



　厚田支所での手続きチェックリスト

区分 亡くなられた方についてのご確認 主な手続き 受付窓口

印鑑登録をしている 印鑑登録証の返還

下記の中でお持ちのカードがある方
・マイナンバーカード
・住民基本台帳カード
・通知カード

各種カードの返還（任意）
※マイナンバーが必要となる場合があるので、
1年間は保管し不要となった時点で返還

世帯主を変更する必要がある方（該当がある方のみ） 世帯主変更届

国民年金に加入している
・遺族基礎年金の請求
・寡婦年金の請求
・死亡一時金の請求

国民年金を受給している（生計同一の親族あり）
・未支給年金の請求
・遺族基礎年金の請求

後期高齢者医療制度に加入している

・資格確認書または資格情報のお知らせ、受療証の返還
・葬祭費の支給申請
・各給付金の支給申請（申立書）
・相続人代表者指定の届出（故人に石狩市税が課税
　されていない場合）

重度心身障害者医療等の受給者である 資格喪失届及び受給者証の返還

保
険
（
国
保
）

国民健康保険に加入している
または
国民健康保険加入世帯の世帯主である

・各種証の返還
・葬祭費の支給申請
・相続人代表者指定の届出
・高額療養費等の振込口座の変更
・世帯主変更後の証交付

住民税（市・道民税）、固定資産税、軽自動車税を納めてい
る

相続人代表者指定の届出

原動機付自転車（125㏄以下）または小型特殊自動車等を
持っている
※軽・普通自動車や125ccを超えるバイク等を持っている方
は25ページをご参照ください。

原動機付自転車（125㏄以下）または小型特殊自動車等
の名義変更または廃車

市内に未登記家屋を持っている 未登記家屋の所有者変更届

子ども医療費の保護者または支給対象児である
（ 保護者 ） 　　保護者変更の届出
（支給対象児）・資格喪失の届出
　　　　　　　・受給者証の返還

ひとり親家庭等医療費の受給者である 資格喪失届及び受給者証の返還

母子家庭または父子家庭となった方 ひとり親家庭等医療費の申請

斎場 山口斎場を利用した方 利用料（差額）補助金の申請

墓地 市営墓地を使用している方 墓地承継許可の申請

犬 犬を飼っている 所有者変更の届出
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住
民
登
録

年
金

保
険
（
後
期
）

市民福祉課
市民生活担当

（厚田支所１階）

税
金

子
ど
も

の手続き確認

の手続き確認



区分 亡くなられた方についてのご確認 主な手続き 受付窓口

児童手当の受給者または支給対象児である

（ 受給者 ）　 ・受給事由消滅届出
　　　　　  　 ・未支払手当請求
　　　　　   　・認定請求
（支給対象児）・受給事由消滅届または額改定の届出

児童扶養手当の受給者または支給対象児である

（ 受給者 ）　 ・受給資格者死亡届
　　　　　　　・認定請求
　　　　　　　・未支払手当請求
　　　　　　　・証書の返還
（支給対象児）・資格喪失または額改定の届出
　　　　　　　・証書の返還

児童扶養手当受給者の同居親族もしくは配偶者である 支給停止関係消滅届

母子家庭または父子家庭となった方 ・児童扶養手当の申請

保育所を利用している

（保護者が亡くなった場合）
・保護者の変更届出
・支給認定の変更
（児童が亡くなった場合）退所届出

厚田保育園

給食費口座登録変更について
Webで口座登録変更
または
口座振替申込書（紙）の提出

学校給食センター

就学援助の受給者である 担当までお申出ください

石狩市奨学生となり奨学金を受給している 担当までお申出ください

特別障害者手当等を受給している
・特別障害者手当
・障害児福祉手当
・経過的福祉手当

特別児童扶養手当の受給者または支給対象児である

（受給者）　　・受給者死亡届
　
（支給対象児）・資格喪失届

・身体障害者手帳
・療育手帳

返還届及び手帳の返還

精神障害者保健福祉手帳を持っている 手帳の返還

住宅 市営住宅に入居している
・市営住宅入居承継承認
・市営住宅退去
・市営住宅同居者異動届出

建築住宅課
（本庁２階）

下水道に接続しており、井戸水使用の認定を受けている
・使用者変更の届出
・世帯人数変更の届出

浄化槽（単独・合併）を使用している

・使用者変更の届出
・休止・廃止の届出（浄化槽を休止・廃止する場合）
・世帯人数変更の届出（井戸水使用の認定を受けている）
※電話での手続き可

水道の契約者変更について
担当までお申出ください
※電話での手続き可

口座振替の登録口座の変更

・口座振替依頼書
・振替口座がわかるもの（預金通帳等）
・口座名義人の印鑑（銀行届出印）
※金融機関へ直接、依頼書を提出

ごみ 亡くなられた方のごみを処理される方 ごみを分別し右記へ直接持ち込む

北石狩衛生センター
【問合せ

ごみ･リサイクル課
（本庁３階）】

農地 石狩市内に農地をお持ちで農地を相続した方 農地法第３条の３の規定による届出

農業委員会事務局
（本庁３階）

※厚田支所に届出する場合は
事前に上記まで

お問合せください

7

子
ど
も

市民福祉課
地域福祉・介護保険

担当
（厚田保健センター

１階）

上
・
下
水
道

地域振興課
管理担当

（厚田支所１階）

障
が
い

学
校 教育委員会

学校教育課
（本庁４階）

市民福祉課
地域福祉・介護保険

担当
（厚田保健センター

１階）

介
護

６５歳以上の方または介護認定を受けている
・介護保険被保険者証等の返還
・相続人代表者指定の届出（他の手続きで届出済の場合
   は不要）

自立支援医療受給者証を持っている 受給者証の返還

の受給者死亡届

を持っている



　浜益支所での手続きチェックリスト

区分 亡くなられた方についてのご確認 主な手続き 受付窓口

印鑑登録をしている 印鑑登録証の返還

下記の中でお持ちのカードがある方
・マイナンバーカード
・住民基本台帳カード
・通知カード

各種カードの返還（任意）
※マイナンバーが必要となる場合があるので、
1年間は保管し不要となった時点で返還

世帯主を変更する必要がある方（該当がある方のみ） 世帯主変更届

国民年金に加入している
・遺族基礎年金の請求
・寡婦年金の請求
・死亡一時金の請求

国民年金を受給している（生計同一の親族あり）
・未支給年金の請求
・遺族基礎年金の請求

後期高齢者医療制度に加入している

・資格確認書または資格情報のお知らせ、受療証の返還
・葬祭費の支給申請
・各給付金の支給申請（申立書）
・相続人代表者指定の届出（故人に石狩市税が課税
　されていない場合）

重度心身障害者医療等の受給者である 資格喪失届及び受給者証の返還

保
険
（
国
保
）

国民健康保険に加入している
または
国民健康保険加入世帯の世帯主である

・各種証の返還
・葬祭費の支給申請
・相続人代表者指定の届出
・高額療養費等の振込口座の変更
・世帯主変更後の証交付

住民税（市・道民税）、固定資産税、軽自動車税を納めている 相続人代表者指定の届出

原動機付自転車（125㏄以下）または小型特殊自動車等を持っ
ている
※軽・普通自動車や125ccを超えるバイク等を持っている方は
25ページをご参照ください。

原動機付自転車（125㏄以下）または小型特殊自動車等の
名義変更または廃車

市内に未登記家屋を持っている 未登記家屋の所有者変更届

子ども医療費保護者または支給対象児である
（ 保護者 ） 　　保護者変更の届出
（支給対象児）・資格喪失の届出
　　　　　　　・受給者証の返還

ひとり親家庭等医療費の受給者である 資格喪失届及び受給者証の返還

母子家庭または父子家庭となった方 ひとり親家庭等医療費の申請

斎場 山口斎場を利用した方 利用料（差額）補助金の申請

墓地 市営墓地を使用している方 墓地承継許可の申請

犬 犬を飼っている 所有者変更の届出
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住
民
登
録

年
金

保
険
（
後
期
）

市民福祉課
市民生活担当

（浜益支所１階）

税
金

子
ど
も

の手続き確認

の手続き確認



区分 亡くなられた方についてのご確認 主な手続き 受付窓口

児童手当の保護者または支給対象児である

（ 保護者 ） 　・受給事由消滅届出
　　　　　  　 ・未支払手当請求
　　　　　   　・認定請求
（支給対象児）・受給事由消滅届または額改定の届出

児童扶養手当の受給者または支給対象児である

（ 受給者 ） 　・受給資格者死亡届
　　　　　　　・認定請求
　　　　　　　・未支払手当請求
　　　　　　　・証書の返還
（支給対象児）・資格喪失または額改定の届出
　　　　　　　・証書の返還

児童扶養手当受給者の同居親族もしくは配偶者である 支給停止関係消滅届

母子家庭または父子家庭となった方 ・児童扶養手当の申請

保育所を利用している

（保護者が亡くなった場合）
・保護者の変更届出
・支給認定の変更
（児童が亡くなった場合）退所届出

給食費口座登録変更について
Webで口座登録変更
または
口座振替申込書（紙）の提出

学校給食センター

就学援助の受給者である 担当までお申出ください

石狩市奨学生となり奨学金を受給している 担当までお申出ください

特別障害者手当等を受給している
・特別障害者手当
・障害児福祉手当
・経過的福祉手当

特別児童扶養手当の受給者または支給対象児である

（受給者）　　・受給者死亡届
　
（支給対象児）・資格喪失届

・身体障害者手帳
・療育手帳

返還届及び手帳の返還

精神障害者保健福祉手帳を持っている 手帳の返還

住宅 市営住宅に入居している
・市営住宅入居承継承認
・市営住宅退去
・市営住宅同居者異動届出

建築住宅課
（本庁２階）

下水道に接続しており、井戸水使用の認定を受けている
・使用者変更の届出
・世帯人数変更の届出

浄化槽（単独・合併）を使用している

・使用者変更の届出
・休止・廃止の届出（浄化槽を休止・廃止する場合）
・世帯人数変更の届出（井戸水使用の認定を受けている）
※電話での手続き可

水道の契約者変更について
担当までお申出ください
※電話での手続き可

口座振替の登録口座の変更

・口座振替依頼書
・振替口座がわかるもの（預金通帳等）
・口座名義人の印鑑（銀行届出印）
※金融機関へ直接、依頼書を提出

ごみ 亡くなられた方のごみを処理される方 ごみを分別し右記へ直接持ち込む

北石狩衛生センター
【問合せ

ごみ･リサイクル課
（本庁３階）】

農地 石狩市内に農地をお持ちで農地を相続した方 農地法第３条の３の規定による届出

農業委員会事務局
（本庁３階）

※浜益支所に届出する場合は
事前に上記まで

お問合せください
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子
ど
も

市民福祉課
地域福祉・介護保険

担当
（浜益支所１階）

上
・
下
水
道

地域振興課
浜益支所担当

（浜益支所２階）

障
が
い

介
護

市民福祉課
地域福祉・介護保険

担当
（浜益支所１階）

学
校 教育委員会

浜益学校教育課
（浜益支所１階）

６５歳以上の方または介護認定を受けている
・介護保険被保険者証等の返還
・相続人代表者指定の届出（他の手続きで届出済の場合
　は不要）

自立支援医療受給者証を持っている 受給者証の返還

の資格喪失届

を持っている



市民課 住民・戸籍担当 ℡７２－３１６５ 

 

厚田支所１階 市民福祉課 市民生活担当 ℡７８－２８８６ 

浜益支所１階 市民福祉課 市民生活担当 ℡７９－２１１２ 

 

Ⓑマイナンバーカード等 

Ⓒ世帯主変更 

Ⓐ印鑑登録証の返還 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 故人が印鑑登録をしていた場合、印鑑登録証を返還

いただきます。 

 

 

・故人の印鑑登録証 

 

 

なし 

 故人の、「マイナンバーカード」、「通知カード」を

任意で返還いただきます。 

※死亡後の手続き等で故人のマイナンバーが必要と 

なる場合がありますので、目安として１年間は保

管していただき、不要となった時点でご返還くだ

さい。 

 

・故人の住民基本台帳カード（所有者のみ） 

・故人の個人番号（マイナンバー）カード（所有者の

み） 

・故人の通知カード（所有者のみ） 

 

なし 

 持ち物 

 期 限 

 世帯主が亡くなり、下記いずれにも該当した場合、

かつ窓口受付時間外に宿直室へ死亡届を提出された

場合、後日市民課担当職員より世帯主変更のご連絡

を致します。（市役所市民課窓口にて死亡届を提出さ

れた方は、その際に手続きをされていますので必要

ありません）。 

 

 同一世帯に残された世帯員が 2 人以上。 

 残った世帯員はいずれも 15 歳以上の者。 

 

※残された世帯員のうち、今後誰が世帯主になるか 

を決めていただきます。 

市役所１階④⑤⑥
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持ち物 

期 限 



厚田支所１階 市民福祉課 市民生活担当 ℡７８－２８８６ 

浜益支所１階 市民福祉課 市民生活担当 ℡７９－２１１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 故人やご遺族が一定の要件を満たす場合、遺族基

礎年金等が支給される場合があります。 

 

□遺族基礎年金 

・故人が保険料の納付要件を満たしており、かつ次

のいずれかの要件に当てはまる場合、故人によっ

て生計を維持されていた「子のある配偶者」または

「子」に支給されます。 

 ※子の条件：18 歳になった年度末までの間の未婚の子 

        20 歳未満の一定の障がいのある未婚の子 

・国民年金の被保険者 

・国内居住者で 60 歳以上 65歳未満 

・老齢基礎年金の受給権者 ※1 

・老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方 ※1 

※1 25 年以上の受給資格期間の者に限る。 

□寡婦年金 

・10 年以上の国民年金保険料納付期間（免除期間を

含む）があり、かつ、10 年以上の婚姻期間がある老

齢基礎年金や障害基礎年金を受給せずに死亡した

夫と生計同一の妻に 60 歳～65 歳の期間で支給さ

れます。 

※死亡一時金を受給できる場合は選択になります。 

□死亡一時金 

・3 年以上の国民年金保険料納付期間があり、老齢基

礎年金や障害基礎年金を受給せずに死亡した場合

に、生計を同じくする配偶者などに支給されます。 

※遺族年金を受給できる場合は請求できません。 

※寡婦年金を受給できる場合は選択になります。 

 

□遺族基礎年金または寡婦年金の請求 

・戸籍謄本    ・死亡診断書の写し 

・振込先の通帳  ・故人の基礎年金番号 

・請求者のマイナンバー 

※上記以外にも他の書類等が必要になる場合や、上記書類

を省略できる場合もあります。 

 

 

 持ち物 

市民課 国民年金担当 ℡７２－３１２２ 

 

 故人が障害基礎年金または遺族基礎年金のどちらか

一方のみを受給しており、ご遺族が下記に該当される

と、未支給年金請求が可能な場合があります。 

□年金受給者である故人と生計を同じくしていた。 

□故人からみて 3 親等以内。 

※生計同一の親族がいない場合は死亡届のみ提出となります。 

 

・戸籍謄（抄）本 ・死亡診断書の写し ・振込先の通帳 

・故人の基礎年金番号 ・請求者のマイナンバー 

※上記以外にも他の書類等が必要になる場合や、上記書類を 

省略できる場合もあります。 

 

支払予定日の翌月１日から 5年以内 

※老齢基礎年金を受給していた方の手続きは日本年金

機構になりますので、「P24 市役所・支所以外での主な

手続き」の厚生年金をご参照ください。 

 

 持ち物 

 期 限 

その他の年金（厚生年金・企業年金等）の手続き

については「P24 市役所・支所以外での主な手続

き」をご参照ください。 

 

※年金機構での手続きになる場合もあります。 

 

 

□死亡一時金の請求 

・戸籍謄（抄）本 ・死亡診断書の写し ・振込先の通帳 

・故人の基礎年金番号 ・請求者のマイナンバー 

※上記以外にも他の書類等が必要になる場合や、上記書類を

省略できる場合もあります。 

 

《遺族基礎年金または寡婦年金》 

なし（亡くなった日の翌日から 5 年以前分は時効） 

《死亡一時金》 

亡くなった日の翌日から 2 年以内 

 

 持ち物 

 期 限 
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Ⓐ国民年金の手続き 

市役所１階

Ⓑ未支給年金の請求 



 
 

厚田支所１階 市民福祉課 市民生活担当 ℡７８－２８８６ 

浜益支所１階 市民福祉課 市民生活担当 ℡７９－２１１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

国民健康保険課 障がい者・高齢者医療担当 

 故人が重度心身障害者医療費助成の受給者であっ

た場合、資格喪失の届出が必要となります。 

 

 

□受給資格喪失届 

□受給者証の返還 

 

・重度心身障害者医療費受給者証 

 

速やかにお手続きください。 

 

 持ち物 

 期 限 

 故人が後期高齢者医療の被保険者であった場合、

下記の手続きが必要となります。 

 

 

□各種証の返還 

□葬祭費の支給申請 

□各給付金の支給申請（申立書） 

□相続人代表者指定の届出（故人に石狩市税が 

課税されていない場合） 

 

 

⚫ 故人の資格確認書または資格情報のお知らせ 

⚫ 故人の特定疾病療養受療証（該当の方） 

⚫ 葬祭を行ったこと及び葬祭執行関係者の代表

の方（喪主または施主など）が確認できるもの

（葬祭の領収書、会葬礼状等） 

⚫ 手続きする方の本人確認書類（運転免許証等） 

⚫ 葬祭費の振込先口座がわかるもの（葬祭執行関

係者の代表の方（喪主または施主など）のもの） 

⚫ 相続人代表者の振込先口座がわかるもの 

 

《葬祭費の支給申請》 

葬祭を行った日の翌日から 2年以内 

《その他の手続き》 

速やかにお手続きください。 

 持ち物 

 期 限 

℡７２－３１２５ 
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市役所１階⑨

手続き 手続き 

Ⓐ後期高齢者医療 Ⓑ重度心身障害者医療 



厚田支所１階 市民福祉課 市民生活担当 ℡７８－２８８６ 

浜益支所１階 市民福祉課 市民生活担当 ℡７９－２１１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 故人が国民健康保険の被保険者、または国民健康保険加入世帯の世帯主であった場合、下記の手続きが必要と 

なります。 

 

□各種証の返還 

□葬祭費の支給申請（故人が被保険者の場合） 

□相続人代表者指定の届出 

□高額療養費等の振込口座の変更 

（故人の口座を指定していた場合） 

□世帯主変更後の証交付（故人が世帯主であった場合） 

 

《国民健康保険の被保険者の場合》 

⚫ 故人の資格確認書または資格情報のお知らせ 

⚫ 故人の各種認定証 

⚫ 喪主または施主の印鑑（認印） 

⚫ 手続きする方の本人確認書類（運転免許証等） 

⚫ 葬祭費の振込先口座がわかるもの（喪主または施主 

のもの） 

⚫ 高額療養費等の振込先口座がわかるもの 

 

《国民健康保険加入世帯の世帯主であった場合》 

⚫ 国保加入世帯員の資格確認書または資格情報のお知 

らせ 

⚫ 国保加入世帯員の各種認定証 

⚫ 手続きする方の本人確認書類（運転免許証等） 

⚫ 相続人代表者の印鑑（認印） 

⚫ 相続人代表者の振込先口座がわかるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 手続き 

 持ち物 

 

《葬祭費の支給申請》 

葬祭を行った日の翌日から 2年以内 

《高額療養費の申請》 

受診年月の翌月 1 日から 2 年以内 

 

 期 限 
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市役所１階⑩⑪

Ⓐ国民健康保険の手続き 

国民健康保険課 賦課・資格担当 ℡７２－３１２３ 

 
給付担当 ℡７２－３６３３ 

 



 
  故人が未登記家屋を所有している場合、下記の手続

きが必要となります。 

 

□未登記家屋の所有者変更 

 

⚫ 相続人や相続の内容がわかる書類（戸籍謄本また

は法定相続情報一覧図、遺言書等） 

 

亡くなられた日の翌年 1 月末日 

 

 

 

 

 手続き 

 持ち物 

 期 限 

 
 

 
 

厚田支所１階 市民福祉課 市民生活担当 ℡７８－２８８６ 

浜益支所１階 市民福祉課 市民生活担当 ℡７９－２１１２ 

厚田支所１階 市民福祉課 市民生活担当 ℡７８－２８８６ 

浜益支所１階 市民福祉課 市民生活担当 ℡７９－２１１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 故人に住民税（市・道民税）、固定資産税、軽自動車

税が課税されていた場合、下記の手続きが必要となり

ます。 

 

□相続人代表者指定の届出 

 

⚫ 相続人代表となる方の本人確認書類（運転免許証

等） 

⚫ 相続人や相続の内容がわかる書類（戸籍謄本また

は法定相続情報一覧図、遺言書等） 

 

 手続き 

 持ち物 

故人が原動機付自転車（125 ㏄以下）または小型特

殊自動車等を所有していた場合、下記の手続きが必要

となります。 

 

軽自動車の名義変更（所有者変更手続）または 

車両の廃車手続 

 

＜共通＞ 

⚫ 手続きする方の本人確認書類（運転免許証等） 

⚫ 軽自動車税標識交付証明書 

⚫ 相続人や相続の内容がわかる書類（戸籍謄本また

は法定相続情報一覧図、遺言書等） 

＜廃車またはナンバー変更＞ 

⚫ ナンバープレート 

 手続き 

 持ち物 

石狩市内に既に登記されている土地・家屋をお持ち

の方は、相続による名義変更の手続きが必要になりま

すので、下記までお問い合わせください。 

 

札幌法務局北出張所 

（札幌市北区北３１条西７丁目１番１号） 

℡０１１－７００－３３１１ 

 

税務課 市民税担当 ℡７２－３１１９ 

税務課 資産税担当 （土地）℡７２－３１２０ 

（家屋）℡７２－６１２０ 
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市役所１階⑮

市役所１階⑮

Ⓐ市税 Ⓑ原付自転車・小型特殊自動車 

Ⓒ未登記家屋 Ⓓ登記済家屋 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 
 《保護者が亡くなった場合》 

 

 

□受給事由消滅届出 

□未支払手当請求（対象者のみ） 

⚫ 未支払分を受給する児童の振込先口座がわか

るもの 

□認定請求 

⚫ 故人の代わりに児童を育てる方が申請者とな

ります 

⚫ 請求者のマイナンバーがわかる書類 

⚫ 請求者（代理人）の本人確認書類 

⚫ 請求者名義の振込先口座がわかるもの 

 

速やかにお手続きください。 

新たに児童手当を受給する場合は、申請月の翌月分

から該当になります。 

 

《児童が亡くなった場合》 

 

□受給事由消滅の届出または額改定の届出 

 

速やかにお手続きください。 

 

 期 限 

 手続き 

 期 限 

《保護者が亡くなった場合》 

 

 

□保護者変更の届出 

⚫ 子の保険証 

 

速やかにお手続きください。 

 

《児童が亡くなった場合》 

 

 

□資格喪失の届出 

□受給者証の返還 

⚫ 子ども医療費受給者証 

 

 速やかにお手続きください。 

 期 限 

 期 限 

子育て支援課 手当・医療担当 
℡７２－３１２８ 

（児童手当）厚田保健ｾﾝﾀｰ１階 市民福祉課地域福祉・介護保険担当 
  ℡78-1033 

       市民福祉課地域福祉・介護保険担当 
    ℡79-2112 

（子ども医療費）厚田支所 市民福祉課市民生活担当 ℡78-2886 
浜益支所 市民福祉課市民生活担当 ℡79-2112 
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市役所１階⑱

手続きと持ち物 手続きと持ち物 

手続きと持ち物 

Ⓐ児童手当の手続き Ⓑ子ども医療費の手続き 

浜 益 支 所 １ 階 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

《すでに手当を受給している保護者が

亡くなった場合》 

 

□受給資格者死亡届 

□証書の返還 

⚫ 児童扶養手当証書 

□未支払手当請求（対象者のみ） 

⚫ 未支払分を受給する児童の振込先口座がわかるもの 

□認定請求 

⚫ 故人の代わりに児童を育てる方が申請者となります。 

⚫ 持ち物は、世帯の状況により必要書類が異なるため、 

詳しくは上記窓口でご確認ください。 

 

速やかにお手続きください。 

新たに児童扶養手当を受給する場合は、申請月の翌月分か 

ら該当になります。 

 

《児童が亡くなった場合》 

 

□資格喪失の届出または額改定の届出 

□証書の返還 

⚫ 児童扶養手当証書 

 

速やかにお手続きください。 

 

《母子家庭または父子家庭となった方》  

 
夫または妻が亡くなり母子家庭・父子家庭となった方は、

世帯状況等によって必要書類が異なるため、詳しくは上記

窓口でご確認ください. 

 

 

 
手続きと持ち物 

 期 限 

 
手続きと持ち物 

 期 限 

 
手続きと持ち物 

子育て支援課 手当・医療担当 

℡７２－３１２８ 

《 す で に 受 給 者 に な っ て い る 保 護

者 ま た は 児 童 が 亡 く な っ た 場 合 》 

 

□受給資格喪失届出 

□受給者証の返還 

⚫ ひとり親家庭等医療費受給者証 

□認定請求 

⚫ 故人の代わりに児童を育てる方が申請者となります 

⚫ 持ち物は、世帯の状況により必要書類が異なるため、

詳しくは上記窓口でご確認ください。 

 

速やかにお手続きください。 

新たにひとり親家庭等医療費を受給する場合は申請日か

ら該当になります

 

《母子家庭または父子家庭となった方》 

 
夫または妻が亡くなり母子家庭・父子家庭となった方は、

世帯状況等によって必要書類が異なるため、詳しくは上記

窓口でご確認ください。 

 

速やかにお手続きください。 

新たにひとり親家庭等医療費を受給する場合は申請日か

ら該当になります。 

 

 

 
手続きと持ち物 

 期 限 

 
手続きと持ち物 

 期 限 

（児童扶養手当）  厚田保健ｾﾝﾀｰ１階 市民福祉課地域福祉・介護保険担当 
    ℡78-1033 

浜 益 支 所 １ 階 市民福祉課地域福祉・介護保険担当 
        ℡79-2112 

（ひとり親家庭等医療費）厚田支所市民福祉課市民生活担当 ℡78-2886 
浜益支所市民福祉課市民生活担当 ℡79-2112 
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市役所１階⑱

Ⓐ児童扶養手当の手続き 

Ⓑひとり親家庭等医療費の手続き 

 

速やかにお手続きください。 

新たに児童扶養手当を受給する場合は、申請月の翌月分から

該当になります。 

 

 期 限 



 
 《保護者が亡くなった場合》 

児童が保育所等の通所を継続する場合は、保護者変更

のお手続きが必要になります。夫または妻が亡くな

り、母子家庭・父子家庭となった方につきましても、

お手続きが必要になります。 

※ 保護者変更に伴い、通所する保育所等の変更を希

望される場合は、転園などのお手続きが別途必要と

なります。詳しくは上記窓口でご確認ください。 

 

□保護者変更の届出 

□教育・保育給付認定の変更 

 

速やかにお手続きください。 

 

《児童が亡くなった場合》 

退所のお手続きが必要となります。また保護者が亡く

なったことに伴い、児童が退所する場合もこのお手続

きが必要となります。 

 

□退所の届出 

 

速やかにお手続きください。 

 手続き 

 期 限 

 手続き 

 期 限 

 
 故人が学校給食を利用している児童生徒、またはそ

の保護者の方の場合は下記の手続きが必要になりま

す。 

《児童生徒が亡くなった場合》 

 

□給食停止 

児童生徒が亡くなった場合は学校へ速やかに給食

停止を申し出てください。 

《保護者が亡くなった場合》 

 

□給食費口座登録変更 

亡くなった保護者名義の口座から給食費を振替し

ていた場合は、別の名義人（保護者または児童生徒）

で新たに口座振替の登録が必要ですので、下記いず

れかの方法でお手続きください。 

① Web で口座登録変更（詳しくは市役所 HP を

ご覧ください） 

② 口座振替申込書（紙）の提出 

 

②の場合は口座振替申込書を送付しますの

で学校給食センターへご連絡いただき、必

要事項をご記入・押印のうえ返送してくだ

さい。 

 

速やかにお手続きください。 

 

 手続き 

 手続き 

 期 限 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

℡７２－３１９７ 
子育て支援課 教育・保育担当 

厚田保育園 ℡７８－２４４０ 

浜益支所１階 市民福祉課 地域福祉・介護保険担当 

℡７９－２１１２ 

 

 

 

（花川北７条１丁目２７番地） 

℡６２－８０１５ 
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市役所１階⑱

Ⓐ保育所の手続き Ⓐ給食費 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

《契約者が亡くなり、同居親族の方が引

き続き市営住宅に入居を継続される場合》  

□市営住宅入居承継承認の手続き 

※ 書面の提出による手続きが必要です。添付書類等

の詳細は事前に上記担当までお問い合わせください。 

 

《契約者本人が亡くなり、市営住宅を 

退去される場合》 

□市営住宅退去の手続き 

※ 書面の提出による手続きが必要です。添付書類等

の詳細は事前に上記担当までお問い合わせください。 

 

《市営住宅に入居の同居親族が亡くなっ

た場合》 

□市営住宅同居者異動届出の手続き 

※ 書面の提出による手続きが必要です。添付書類等

の詳細は事前に上記担当までお問い合わせください 

 

 
手続きと持ち物 

下水道に接続されており、井戸水を使用している

世帯は下記の手続きと持ち物が必要です。 

 

□使用者変更の届出 

□世帯人数の変更 

⚫ 汚水排除量（変更）申告書 

⚫ 手続きする方の印鑑（認印） 

 

浄化槽（単独・合併）を使用している方は下記の手

続きと持ち物が必要です。 

 

□使用者変更の届出 

□休止・廃止の届出（※浄化槽を休止・廃止す

る場合） 

⚫ お電話で手続き可能です。 

 
手続きと持ち物 

 
手続きと持ち物 

建築住宅課 ℡７２－３１４４ 

下水道課 ℡７２－３１７６ 

厚田支所１階 地域振興課 ℡７８－２０１５ 
浜益支所２階 地域振興課 ℡７９－２１２０ 

厚田支所１階 維持管理課 ℡７８－２０１５ 

浜益支所２階 維持管理課 ℡７９－２１２０ 

  

□契約者の変更 

水道営業課まで、お申し出ください。 

□口座振替の登録口座の変更 

変更する金融機関の窓口で手続きしてください。 

※口座振替依頼書は各金融機関の様式をご利用くださ

い。口座振替依頼書が必要な場合はお電話願います。 

 

 
手続きと持ち物 

浜益支所２階 地域振興課 ℡７９－２１２０ 

水道営業課 ℡７２－３１３３ 

厚田支所１階 地域振興課 ℡７８－２０１５ 
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Ⓐ市営住宅 

Ⓒ下水道 

Ⓑ上水道 



厚田支所１階 市民福祉課 市民生活担当 ℡７８－２８８６ 

浜益支所１階 市民福祉課 市民生活担当 ℡７９－２１１２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市営墓地を使用している方は下記の手続きと持ち

物が必要です。 

 

□墓地承継許可の申請 

 

 

⚫ 住民票（新使用者の個人票：本籍/筆頭者が載っ

ているもの） 

⚫ 戸籍・除籍謄本等（新・旧使用者の続柄が確認

できるもの） 

※その他必要書類がある場合もございますので、 

事前に上記担当までお問い合わせください。 

 手続き 

 持ち物 

石狩市民の方で札幌市山口斎場を利用した場合、

利用料（差額）補助金の申請が必要です。 

 

□利用料（差額）補助金の申請 

⚫ 市外火葬場利用料補助金交付申請書兼請求書 

⚫ 火葬許可証等の写し 

⚫ 山口斎場利用料金の領収書の写し 

⚫ 支払金口座振替依頼書兼債権者マスタ登録票 

 

山口斎場を利用した日から起算して９０日以内 

 
手続きと持ち物 

 期 限 

所有者の変更手続きが必要です。 

 

□所有者変更の届出 

⚫ 登録鑑札 

⚫ 注射済票 

※その他必要書類がある場合もございますので、 

事前に上記担当までお問い合わせください。 

 

 
手続きと持ち物 

環境保全課 環境保全担当 ℡７２－３２４０ 
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Ⓐ山口斎場 Ⓑ市営墓地 

Ⓒ飼い犬 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

石狩市内に農地をお持ちで、農地を相続した方は下

記の届出が必要です。 

 

 

□農地法第 3 条の 3 の規定による届出 

 

⚫ 相続した農地の所在等がわかるもの 

 

 

 手続き 

 持ち物 

亡くなられた方のごみを処理される方は、ごみ・リ

サイクル課に相談したうえでごみを分別し下記へ直

接お持ち込みください。 

※基本的に持ち込みを行うことができるのは、亡くな

られた方のご親族となっております。 

 一度に多量のごみが出るなどの理由により、直接持

ち込むことができない場合は市内の許可業者にご相

談ください。（業者名については上記ごみ・リサイク

ル課へお問い合わせください） 

 

【搬入先】 

 

 

 

 

 

⚫ 有料の指定ごみ袋は不要。細かいものなどは、分

別をして透明・半透明の袋に入れてください。 

⚫ 量の多少に関わらず、受け入れの基準に基づき

分別をお願いします。 

※分別方法など詳しくは下記からご確認ください。 

【市ホームページ】 

https://www.city.ishikari.hokkaido.jp/ 

農業委員会事務局 ℡７２－３１４７ 

北石狩衛生センター 

（厚田聚富 618番地 11） 

℡６６－４５４６ 

ごみ・リサイクル課 ℡７２－３１２６ 
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Ⓐごみ Ⓑ農地 



 
 

 
 

浜益支所１階 浜益学校教育課 ℡７９－２１１４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 当該年度に係る石狩市奨学金を受給している生徒・学

生が亡くなられた場合は、速やかにお申し出ください。 

 

学校教育課 ℡７２－３１７１ 
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Ⓐ就学援助 Ⓑ石狩市奨学生 

≪故人が「就学援助の受給者または受給者の属す

る世帯の世帯員」である場合≫ 

→ 世帯状況の変更に伴い、受給認定が廃止されます

ので、継続して就学援助の受給を希望する場合は改

めて申請が必要です。なお、故人が就学援助対象児童

生徒であって、故人以外に対象児童生徒がいない場

合は、手続き不要です。住民票の異動を確認後、「受

給認定廃止」通知をお送りします。 

 

≪世帯員が亡くなられたことに伴い、新たに就学

援助の受給を希望する場合≫ 

→ 申請が必要です。 

 

※状況によりご案内が異なりますので、事前に上記 

担当課までお問い合わせください。 

                          

 

 

⚫ 収入がわかる書類（所得証明書、源泉徴収票など） 

※認定済み世帯の世帯状況変更による再申請の場

合は不要です。また、新たに申請する場合でも申

請する前年度の１月１日に石狩市に住民票がある

場合も不要です。 

⚫ 振込先口座がわかるもの 

⚫ 印鑑（認印） 

 

 

 
手続きと持ち物 

≪就学援助とは≫ 

経済的な理由により、学用品費や給食費な

ど、お子さんの就学（小学校、中学校、及び

義務教育学校）に必要な経費の負担が困難な

ご家庭に対し援助を行う制度です。 

≪石狩市奨学金とは≫ 

向学心があり、その能力があるにもかかわ

らず、経済的な理由により修学（高等学校、

高等専門学校等）が困難な学生・生徒等に対

し支給する返還不要の奨学金です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

故人が 65 歳以上の方または介護認定を受けていた場合、下記の手続きと持ち物

が必要となります。 

 

□介護保険被保険者証等の返還 

□相続人代表者指定の届出（他の手続きで届出済みの場合は不要） 

 

⚫ 故人の介護保険被保険者証（ピンク色） 

⚫ 故人の介護保険負担割合証（白色）（該当の方） 

⚫ 故人の負担限度額認定証（青色）（該当の方） 

⚫ 相続人代表者の振込先口座のわかるもの  

 

速やかにお手続きください。 

 手続き 

 持ち物 

 期 限 

高齢者支援課 介護・高齢担当 
℡７２－６１２１ 

厚田保健ｾﾝﾀｰ１階 市民福祉課 地域福祉・介護保険担当 

℡７８－１０３３ 

 
浜益支所１階 市民福祉課 地域福祉・介護保険担当 

℡７９－２１１２ 
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Ⓐ介護保険・介護認定 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

故人が下記いずれかの手帳を所持されていた場

合、手帳返還の手続きが必要となります。 

□身体障害者手帳 

□療育手帳 

□精神障害者保健福祉手帳 

 

⚫ 返還する手帳 

 

速やかにお手続きください。 

 持ち物 

 期 限 

故人が自立支援医療受給者証（更生・育成・精神通

院医療）をお持ちの場合、受給者証の返還が必要です。 

 

⚫ 自立支援医療受給者証 

（更生・育成・精神通院医療） 

 

速やかにお手続きください。 

 持ち物 

 期 限 

故人が下記いずれかの受給をしていた場合、下記

の手続きと持ち物が必要です。 

 

《特別障害者手当・障害児福祉手当・ 

経過的福祉手当》 

□受給者死亡届 

⚫ 相続人等の振込先口座がわかるもの 

（未支払い手当がある場合） 

⚫ 印鑑（認印） 
 

《特別児童扶養手当》 

◆児童が亡くなった場合 

□資格喪失届 

◆保護者が亡くなった場合 

□受給者死亡届 

⚫ 住民票（除票） 

⚫ 対象児童の振込先口座が分かるもの 

（未払い手当がある場合） 

 

速やかにお手続きください。 

 
手続きと持ち物 

 期 限 

障がい福祉課 障がい福祉担当 
℡７２－３１９４ 

厚田保健ｾﾝﾀｰ１階 市民福祉課 地域福祉・介護保険担当 

℡７８－１０３３ 

 
浜益支所１階 市民福祉課 地域福祉・介護保険担当 

℡７９－２１１２ 
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Ⓐ特別障がい者手当等 
Ⓑ各種障がい者手帳 

Ⓒ自立支援医療受給者証 



死亡に関連して生じる手続きと必要なもの（市役所・支所以外で行う手続き） 

 

 

～各種年金～ 

対  象 主な手続き 必要なもの 手続き先 

厚生年金 
未支給年金請求 

遺族厚生年金請求 

※下記以外に他の書類等も必要になる場合があり 

ますので、事前に右記にご相談ください。 

 亡くなった方の年金証書 

 請求者となる方の預金通帳 

 死亡診断書の写し 

 戸籍謄本等 

 請求者のマイナンバー 

※ご相談・お手続きの際は、ご予約のうえ来訪して 

いただきますようお願いします。 

札幌北年金事務所 

℡０１１－７１７－４１３３ 

 

日本年金機構ねんきんダイヤル 

℡０５７０－０５－１１６５ 

 

予約受付専用電話 

℡０５７０－０５－４８９０ 

共済年金 各共済組合へ直接お問い合わせください。 

恩給 総務省恩給相談窓口へ直接お問い合わせください。 
総務省恩給相談窓口 

℡０３－５２７３－１４００ 

農業者年金 
死亡届 

未支給年金請求 
右記へご相談ください。 

 

北石狩農業協同組合 

経済部農業振興課 

℡０１３３－２３－２５３３ 

 

企業年金 

各企業年金基金等 

または 

企業年金連合会（年金相談室）℡０５７０－０２－２６６６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ 手続きに必要な書類の中には、市役所で発行できるもの（戸籍・住民票、税に関する証明書等）が

あるため、各契約会社等にお問い合わせいただいてから市役所にお越しになると、手続きが円滑に

進みやすくなります。 
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死亡に関連して生じる手続きと必要なもの（市役所・支所以外で行う手続き） 

～保険・税金等～ 

対  象 主な手続き 必要なもの 手続き先 

生命保険等 
死亡保険金の請求 

入院給付金の請求 等 

 保険金請求書 

 保険証券 

 戸籍謄本 

 死亡診断書 等 

保険会社・契約内容等によって必要書類が異なります。 

加入していた 

生命保険会社 

または代理店 

損害保険等 名義変更・解約等 

 亡くなった方の死亡の記載のある戸籍 

 相続人との関係がわかる戸籍謄本 等 

保険会社・契約内容等によって必要書類が異なります。 

加入していた 

損害保険会社 

または代理店 

預金口座等 口座解凍手続き 

 亡くなった方の出生～死亡までの戸籍謄本 

 相続人の戸籍謄本 

 相続人の印鑑証明 等 

金融機関・取引状況等によって必要書類が異なります。 

各金融機関等 

株式等 名義変更 

 亡くなった方の出生～死亡までの戸籍謄本 

 相続人の戸籍謄本 

 相続人の印鑑証明 等 

証券会社等によって必要書類が異なります。 

証券会社等 

国債 

(戦没者弔慰金) 

記名変更 

償還金受領 

 国債（または証券保管証書） 

 記名者の死亡を証明できる戸籍書類 

 記名者と相続人の戸籍上の関係が証明できる戸籍  

 印鑑 

償還金支払場所 

または 

証券保管証書に記載の郵便局 

普通自動車 

自動車税に関すること

及び名義変更等に関す

ること 

税金（自動車税）については、右記へお問い合わせ

ください。 

札幌道税事務所 

（札幌市北区北 22条西 2丁目） 

℡０１１－７４６－１１９０ 

普通自動車の名義変更については、右記へお問い

合わせください。 

※毎年 4月 1 日現在の所有者（使用者）に課税されます。

名義変更・廃車等は早めの手続きをお願いします。 

札幌運輸支局(北海道運輸局) 

（札幌市東区北 28条東 1丁目） 

℡０５０－５５４０－２００１ 

＜自動音声ガイダンス＞ 

軽自動車・三輪 

二輪 

(125cc 超え) 

 

名義変更 

または廃車 

事前に右記へお問い合わせください。 

 

※毎年４月１日現在の所有者（使用者）に課税されます。

名義変更・廃車等は早めの手続きをお願いします。 

【軽自動車・三輪】 

札幌地区軽自動車協会 

（札幌市北区新川 5条 20丁目） 

℡０１１－７６８－３９５５ 

【二輪(125cc)超え】 

札幌運輸支局(北海道運輸局) 

（札幌市東区北 28条東 1丁目） 

℡０５０－５５４０－２００１ 
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死亡に関連して生じる手続きと必要なもの（市役所・支所以外で行う手続き） 

～福祉関係～ 

対  象 主な手続き 必要なもの 手続き先 

心身障害者扶養

共済制度に加入

していた方 

弔慰金の支給 

年金の請求 等 
事前に右記へお問い合わせください。 

北海道保健福祉部 

障がい者保健福祉課 

℡０１１－２３１－４１１１ 

特定疾患医療受

給者証をお持ち

の方 

受給者証返却の届出 事前に右記へお問い合わせください。 

北海道保健福祉部 

健康安全局地域保健課 

℡０１１－２０６－６０２８ 

 

～税金・相続等～ 

対  象 主な手続き 必要なもの 手続き先 

国税関係 

相続税手続き 

所得税・消費税申告手

続き 

事前に右記へお問い合わせください。 

札幌北税務署 

（札幌市北区北 31条西 7丁目 3-1） 

直通℡０１１－７０７－５１１１ 

不動産登記関係 
土地・家屋等 

所有権移転登記 

事前に右記へお問い合わせください。 

 登記申請書 

 戸籍謄本 

 除籍謄本 等 

 

札幌法務局 北出張所 

（札幌市北区北 31条西 7丁目 1-1） 

℡０１１－７００－３３１１ 

 

遺言書 検認 

申立先は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 

 遺言原本 

 申立人の戸籍謄本 

 遺言者の除籍謄本 等 

札幌家庭裁判所 

（札幌市中央区大通西 12丁目） 

代表℡０１１－２２１－７２８１ 

相続放棄 相続放棄の申立 

相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った

日から 3 ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地の

家庭裁判所へ申し立てる必要があります。 

相続放棄には 2 種類あります。 

 相続放棄 

 限定承認（引き継いだ財産の範囲内で負債も

含めて相続します。相続人全員の合意が必要

です。） 

必要な持ち物等、詳しくは事前に右記までお問い

合わせください。 
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死亡に関連して生じる手続きと必要なもの（市役所・支所以外で行う手続き） 

～その他暮らしのこと～ 

対  象 主な手続き 必要なもの 手続き先 

電気 名義変更・解約 各契約会社に連絡し、手続きを行ってください。 各契約会社 

ガス 名義変更・解約 各契約会社に連絡し、手続きを行ってください。 各契約会社 

固定電話 

（ＮＴＴ東日本） 
契約承継・解約 

ＮＴＴ東日本の場合（まずは右記へ連絡してください） 

 契約者の死亡が記載されている戸籍謄(抄)本の

写し 

 契約者と相続人の関係がわかる戸籍謄(抄)本の

写し 

 新契約者の印鑑 

（ＮＴＴ東日本の場合） 

局番なし℡１１６ 

携帯から 

℡０１２０－１１６－０００ 

固定電話 

（ＮＴＴ東日本以外） 
名義変更・解約 各契約会社に連絡し、手続きを行ってください。 各契約会社 

携帯電話 名義変更・解約 各契約会社に連絡し、手続きを行ってください。 各契約会社 

インターネット 名義変更・解約 右記に連絡し、手続きを行ってください。 各契約会社 

ＮＨＫ受信料 名義変更・解約 右記に連絡し、手続きを行ってください。 
ＮＨＫふれあいセンター 

℡０１２０－１５１－５１５ 

運転免許証 返納手続き 右記に連絡し、手続きを行ってください。 

北海道警察本部 

（札幌市中央区北２条西７丁目） 

℡０１１－２５１－０１１０ 

パスポート 返納手続き 右記に連絡し、手続きを行ってください。 

北海道パスポートセンター 

（札幌市中央区北４条西５丁目 

アスティ４５ビル ４階） 

℡０１１－２１９－３３８８ 

クレジットカード 解約 各契約会社に連絡し、手続きを行ってください。 各契約会社 

サブスク 

(サブスクリプション) 
解約 各契約会社に連絡し、手続きを行ってください。 各契約会社 

銀行口座 名義変更・解約 各金融機関に連絡し、手続きを行ってください。 各金融機関 

ケーブルテレビ 名義変更・解約 各契約会社に連絡し、手続きを行ってください。 各契約会社 
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委任状に関するご案内 
 

死亡に伴う各種手続きを代理の方が行う場合は、委任状が必要となりますので次ページの 

委任状を作成のうえ切り離してご利用ください。 

 

※年金事務所でのお手続きを代理の方が行う場合は、別途委任状が必要となります。 

年金事務所用の委任状は、日本年金機構のホームページにて配布しています。 

 

～委任状の記載・作成例～ 

・必ずお読みのうえ委任状を作成してください。記入漏れがあった場合は受付けできません。 

・委任状は委任する人（たのむ人）本人が全て記載し作成しなければなりません。 

・代理人が全て作成した委任状は受付けできません。 

・用紙の種類や大きさは問いません。 

・偽りや、その他不正な手段により住民票等の交付を受けた者は３０万円以下の罰金に処せられ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【記載・作成例】 

         委任状 

          令和○年○月○日 

石狩市花川北６条１丁目３０番地２ 

石狩 太郎    

昭和４１年１０月１日生 

（0133）72－3165 

  

 私は、下記の者に次の事項を委任します。 

 ・住民票１通の申請、受領に関すること 

 ・戸籍(除籍)謄本１通、改製原戸籍の謄(抄)本 

２通の申請、受領に関すること 

 
石狩市花川北７条１丁目２６番地 

  石狩 花子 

 

 石
狩 

委任状を作成した年月日 

委任する人（たのむ人）の 

・住所・氏名・生年月日・連絡先の電話番号 

を本人が自署してください。 

※自署せず、印字記名している場合は押印 

代理人（代わりに市役所へ来られる方）の

住所・氏名を記載 

※代理人は必ず本人確認の資料をお持ちく

ださい。 

・顔写真付き…１点 

（運転免許証、パスポート、マイナンバー

カード等） 

・顔写真無し…２点 

（各健康保険資格確認証、年金手帳、 

介護保険被保険者証等） 

代理人に委任する内容 

※委任された内容以外は一切お応えできません 
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委  任  状 
 

 

令和   年   月   日  

 

 

  委任する人（たのむ人） 

 

   住 所 

 

   氏 名                    ○印  ※本人が自署又は記名押印してください 

 

   生年月日  明・大・昭・平・令    年   月   日 

 

連絡先  （     ）     ― 

※日中連絡のとれる電話番号（携帯可） 

 

    私は、下記の者に次の事項を委任します。 

 

  ・ 

 

  ・ 

 

  ・ 

 

 

 

代理人（たのまれた人） 

 

   住 所 

 

   氏 名                  
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― 石 狩 市 ― 
本   庁   〒061-3292 石狩市花川北 6条 1丁目 30番地 2 

         ☎(0133)72-3111 

厚 田 支 所   〒061-3692 石狩市厚田区厚田 45番地 5 

         ☎(0133)78-2011 

浜 益 支 所   〒061-3197 石狩市浜益区浜益 2番地 3 

         ☎(0133)79-2111 

石狩市役所環境市民部市民課 

令和８年４月発行 


